
年 6 月 30 日

 ①事 業 の 種 類

 ②事 業 の 規 模

 ③従  業  員  数

 ④産業廃棄物の一連
 　の処理の工程

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

2024

026-243-5432

(第１面)

電話番号

氏　名

住　所

提出者

長野県長野市平林一丁目36番3号

大和ハウス工業株式会社　長野支店

長野県知事　阿部　守一　様

長野県長野市平林一丁目36番3号

2024年4月1日～2025年3月31日

産業廃棄物処理計画書

支店長　　錦織　隆幸

綜合工事業

39,866百万

(日本工業規格　Ａ列４番)

135名

廃プラスチック：処分委託(焼却・破砕)⇒埋立処分・リサイクル
金属：処分委託(切断)⇒埋立処分・リサイクル
ガラス・陶磁器：処分委託(破砕)埋立処分・リサイクル
がれき：処分委託(破砕)埋立処分・リサイクル
紙くず：委託処分(焼却・破砕)⇒埋立処分・リサイクル
木くず：委託処分(焼却・破砕)⇒埋立処分・リサイクル
繊維くず：委託処分(焼却・破砕)埋立処分・リサイクル

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

大和ハウス工業株式会社　長野支店
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産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

事業所廃棄物責任者が、事業所・現場における廃棄物管理を適正に行うため
に、環境・品質パトロールやリスクコンプライアンス診断・知識向上の教育
を積極的に実施する。

②計画

(第２面)

【前年度（2023年度）実績】　別紙1の通り

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

排     出     量

（今後実施する予定の取組）

前年度同様、施工現場での副産物の抑制発生と、再資源化促進への取組強
化。施工前のプレカット実施。

【目標】　別紙1の通り

排出抑制のために、建設副産物の抑制と再資源化を促進。ボード、瓦等を施
工前に精度の高い割付でプレカットする取組。

②計画

（管理体制図）

別紙3の通り

（これまでに実施した取組）

排     出     量

産業廃棄物の分別に関する事項

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

現場ごとに分別の区分や種類、方法を作業者から周知徹底し、各現場に内容
を掲示する。また工事責任者は、事業所廃棄物管理責任者から指示された分
類を基準ひ従い分別を行う。

①現状
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（第３面）

※※※※※

【目標】　別紙1の通り

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

t

（今後実施する予定の取組）

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量 t

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の量 tt

（これまでに実施した取組）

※※※※※

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【目標】　別紙1の通り

自ら熱回収を行った産
業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（2023年度）実績】　別紙1の通り

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産業廃棄物の量

【前年度（ 2023 年度）実績】　別紙1の通り

①現状

②計画

①現状

②計画

廃棄物19品目に分別し、排出1回に対し重量集計台を記入し、1袋13キログラ
ム以下として分別を徹底しリサイクルを行う。

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

現状行っている取組を継続して行い、再利用できる物に分別を徹底する。

（これまでに実施した取組）

（今後実施する予定の取組）
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委託契約している廃棄物処理業者と情報交換を行う為、協力関係を構築し連
携を強化する。また現地審査を行い、書類の管理状況や施設管理状況を確認
する。

処理委託量

t

t

t

t t

t t

t

（これまでに実施した取組）

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

認定熱回収業者への

【前年度（  2023   年度）実績】　別紙1の通り

【目標】　別紙1の通り

【前年度（ 2023   年度）実績】　別紙1の通り

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量 t t

※※※※※

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

処理委託量
①現状

産業廃棄物の種類

全処理委託量

処理委託量

優良認定処理業者への

（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

（これまでに実施した取組）

②計画

①現状

（今後実施する予定の取組）

再生利用業者への

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量 t t

※※※※※
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（今後実施する予定の取組）

処理委託量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

t

半年に一度、リサイクル向上に繋がる処理系統の見直しを図り、解体工事の
作業手順等随時確認を行う。

（第５面）

t

産業廃棄物の種類

全処理委託量

再生利用業者への

優良認定処理業者への

処理委託量

t

※事務処理欄

t t
認定熱回収業者への

t t

②計画

処理委託量

【目標】　別紙1の通り

処理委託量 t
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備考

（第６面）

４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

  間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

  処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

　への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき

  は、「―」を記入すること。

７　※欄は記入しないこと。

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２　当該年度の６月30日までに提出すること。

３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
  と。

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請

    完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ

    事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

   での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
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2023 年度産業廃棄物処理計画書（産業廃棄物の実績及び計画の量） 単位：ｔ

実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画

１　燃え殻 59.28 0.00 59.28 0.00 59.28 0.00

２　汚泥 0.96 0.00 0.96 0.00

３　廃油

４　廃酸

５　廃アルカリ

６　廃プラスチック類 240.32 216.00 12.63 10.00 227.69 206.00 164.91 144.00 203.55 190.00

１　紙くず 89.78 80.00 1.07 1.00 88.71 79.00 60.27 54.00 88.71 71.00

２　木くず 621.86 556.00 16.81 14.00 605.05 542.00 521.20 471.00 573.05 490.00

３　繊維くず 0.42 0.30 0.42 0.30 0.42 0.30 0.42 0.20

４　動植物性残さ

５　ゴムくず

６　金属くず 301.005 270 1.155 1 299.85 269 299.85 269 299.85 150

７　ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器く
ず

255.619 230 19.336 15 236.283 215 194.58 174 172.15 200

８　鉱さい

９　がれき類 11,278.76 10,000.00 11,278.76 10,000.00 9,938.44 9,038.00 11,117.44 9,100.00

10　家畜ふん尿

11　家畜の死体
12　動物系固形不要
物
13　ばいじん

14　混合廃棄物 60.4 50 60.4 50 60.4 55

12,908.40 11,402.30 50.99 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,857.40 11,361.30 11,299.35 10,205.30 12,455.17 10,201.20 0.00 0.00 0.00 0.00

【記載方法】

中間処理後、有効利用
されている場合の委託
量（委託先から別の業
者に売却等される場合
を含む。）

総排出量
自ら再生利用を
行った（行う）量

自ら直接再生利用した
量等を含めた事業場に
おける産業廃棄物の合
計量

認定熱回収施設設置者
（廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第15条
の３の３第１項の認定
を受けた者）

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者
への処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行った（行う）量

 

中間処理前の量から中
間処理後の量を引いた
量

自ら直接埋立・海洋投
入処分する量と自ら中
間処理した後に自ら埋
立・海洋投入処分する
量

自社内で処理を行わず
直接委託した量と自ら
中間処理した残さ量の
うち処理業者に委託し
て処理する量

⑦ ③＋⑨

別紙１ 実績：前年度産業廃棄物排出量

計画：当年度産業廃棄物排出量の目標値
処理の委託

自ら熱回収を
行った（行う）量

自ら中間処理により減
量した（する）量

全処理委託量
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

産業廃棄物の種類 優良認定処理業者（廃
棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令第６
条の11第２号に該当す
る者）

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら行う中間処理

認定熱回収施設設置者
以外の熱回収を行って
いる処理業者への焼却
処理委託量

自ら直接再生利用する
量と自ら中間処理を
行った後に再生利用す
る量

・「自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った（行う）量」は、自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量と自ら中間処理した後自ら埋立処分又は海洋投入処分をした量を記載してください。

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

・各産業廃棄物の種類ごとに該当の箇所の左に前年度の実績（現状）を右に本年度の目標（計画）の産業廃棄物の量を記載してください。
・「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入し、右欄にそれぞれの内訳を記載してください。

① ⑩

法
　
律

②＋⑧ ⑤

合　　計

・「自ら再生利用を行った（行う）量」の欄は、自ら直接再生利用した量と自ら中間処理した後再生利用した量を記載してください。

※　総排出量＝自ら再生利用を行った（行う）量＋自ら中間処理により減量した（する）量＋自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った（行う）量＋全処理委託量

政
　
令
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別紙3

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)

総括責任者 事業所長

廃棄物担当部署 名称 住宅系工事課・建築工事課 人員数 33名

本社

安全部

設計施工推進部
環境推進担当

環境担当役員

指示 報告

地区施工推進部長

事業所 長野支店

指導
・

評価
・

選定

事業所長

事業所廃棄物管理責任者

住宅工事部門※1

施工業者等

建築工事部門※2

施工業者等

収
集
運
搬
業
者

契約

最
終
処
分
業
者

契約

指示

報告

指示

指示 報告 指示 報告

適
正
処
理
の
推
進

３
R
の
推
進

管理部門等
・事務所

地区廃棄物管理責任者(7地区)

中
間
処
理
業
者

契約

指示 報告

報告
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